
令和２年４月４日 

 

市民の皆様へ 

 

新型コロナウイルス感染防止対策にかかる 

南相馬市長メッセージⅢ 

 

４月３日、福島県より南相馬市において３例目となる新型コロナ

ウイルス感染症患者発生の発表がありました。 

 

今回確認された事例は、４月１日に陽性が確認された５０歳代男

性（１例目）の濃厚接触者とされる３０歳代女性です。男性とは、

習い事先での接触が確認されております。 

 

連日、市内での新たな感染症患者が判明する中、市民の皆様が安

心して生活を送るうえで患者の行動歴などの情報は極めて重要と考

えております。 

患者の情報収集にあたる相双保健所ならびに福島県に対しては、

市民にとって必要な情報を正確かつ迅速に提供できるよう強く求め

ております。 

昨日３日に開催された福島県による記者会見の内容は、市ホーム

ページにも掲載しています。 

また、市では、３日連続で患者が発生するというこの状況に的確

に対応するため、本日より市役所に「南相馬市新型コロナウイルス

感染症対策本部」事務局を常設しました。 

市民の皆様の不安に寄り添い、これ以上の感染拡大防止に全力で

努めてまいります。 

市民の皆様には大変なご不便をおかけしますが、この難局を乗り

越えるため、引き続きこのウイルスに「うつらない」「うつさない」

ための対策に、ご協力いただきますようお願いいたします。 

なお、ＳＮＳやインターネット等で事実に基づかない誤った情報

が拡散しております。国や県、市が発信します正確な情報に基づき、

引き続き冷静な行動を心がけていただきますようお願いいたします。 

Ｎｏ.３ 



 
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口一覧 

 

◆感染が疑われる方は、医療機関を受診する前にご連絡

ください。 

電話 ０８０－２８０７－０４８９（相双保健所） 

受付時間 ９時～１７時（平日のみ） 

 

 

◆イベントの開催や感染予防対策など、医療以外のこと

について 

電話 ０９０－２７９６－８０２３（市健康づくり課） 

電話 ０９０－２７９６－８０２４ 

電話 ０９０－２７９６－８０２５ 

電話 ０９０－５５９３－３７３２ 

電話 ０９０－５５９３－９５８６ 

受付時間 ９時～１６時（土日・祝日も対応） 

◆中小企業等の経営全般に関することについて 

電話 ０２４４－２４－５２６４（市商工労政課） 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（平日のみ） 

 

 

◆厚生労働省 電話相談窓口（コールセンター） 

電話 ０１２０－５６５－６５３ 

受付時間 ９時～２１時 
（聴覚に障がいのある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方  

ファクス 03-3595-2756） 

◆福島県 専用相談ダイヤル（コールセンター） 

電話 ０２４－５２１－７８７１ 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（土日・祝日も対応） 

◆相双保健所医療薬事課（相双保健福祉事務所） 

電話 ０２４４－２６－１３２９ 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（平日のみ） 

令和２年４月３日現在 

帰国者・接触者相談センター 

市の相談窓口 

国・県の相談窓口 



 

 

1 

 

令和２年４月４日１９時３０分～県による記者会見 

（南相馬市関連部分抜粋） 

 

【県による発表内容】 

・１０例目～１２例目の陽性患者が確認された。 

・いずれも南相馬市に居住しており、４月３日（金）に陽性が確認された南相

馬市の３０代女性の家族である。 

・１０例目は、９例目の父親である５０代の男性 

・１１例目は、９例目の母親である５０代の女性 

・１２例目は、９例目の弟である２０代の男性 

・４月３日（金）に９例目の女性の発症が確認されたため、４月４日（土）に

検査した結果、陽性が判明した。いずれも入院する予定で調整している。 

・行動履歴や濃厚接触者は現在、調査を進めている。 

・４月３日（金）から健康観察が開始されて以降、病院を受診したほかに外出

行動はない。 

 

【記者との一問一答】 

Ｑ １０例目～１２例目以外に、９例目の女性と同居している家族はいるのか。 

Ａ 同居家族はいる。 

 

Ｑ ６例目の５０代男性の３次感染に当たると言えるのか。 

Ａ ３次感染に当たる。 

 

Ｑ １０～１２例目以外の家族は、健康観察は行っているのか。 

Ａ 感染の拡大を避けるために１４日間、待機していただく。今後も健康観察を

進める。症状が出た場合は再度、検査を行う。 

 

Ｑ １０～１２例目以外の同居家族に検査を行っているのか。 

Ａ ＰＣＲ検査を実施しており、陰性の検査結果が出ている。 

 

Ｑ それぞれの感染者の職業は。 

Ａ 本人と調整中のため、公表は控える。 
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Ｑ ９例目の女性の「習い事」について明らかにしてほしい。 

Ａ 公表について調整を続けているが、現時点で了解が取れていない。 

 

Ｑ 県として、クラスター（集団感染）になっているとの認識はあるのか。 

Ａ－１ 何人以上になるとクラスターと言えるのか、明確な人数の判断基準はな

いが、複数患者が出ていることから、クラスターだと言えなくもない状

態だと捉えている。 

Ａ－２ 国でも全国クラスターマップを公表しているが、クラスターマップによ

ると、これまでの事例は飲食店やスポーツジムなどで発生している。１

０～１２例目は家族内で発生しており、国が指すクラスターとは性格が

異なっているという認識を持っている。 

 

Ｑ １０～１２例目は、複数人と会うような職業なのか。 

Ａ 公開は控える。 

 

Ｑ 公共交通機関を利用した人はいるのか。 

Ａ 現在も調査中のため、はっきりと使っていないとは言えないが、現時点で公

共交通機関を使っているという情報は入っていない。 

 

Ｑ 学校関係者ではないのか。 

Ａ 学校関係者ではない。 

 

Ｑ １０～１２例目は無症状だが、３人から感染する可能性はあるのか。 

Ａ 無症状であることからウイルスを輩出する力は弱いとみられるが、今後発症

する可能性はゼロとも言えない。 

南相馬市が福島県より情報を得た内容であり、今後詳しい情報、 

内容が分かり次第、ホームページ等でお知らせします。 


